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議案第 １０号

川口市立美術館運営審議会条例の一部を改正する条例

川口市立美術館運営審議会条例（令和６年条例第４１号）の一部を次のように改

正する。

第３条中「７人」を「１０人」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行に伴い新たに委嘱される委員の任期は、川口市立美術館運営審

議会条例第５条第１項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委

員の任期満了の日までとする。

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １１号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 川口総合文化センター大規模改修及び美術館建設工事

２ 工 事 場 所 川口市川口３丁目１番地内

３ 契 約 金 額 変更前 ２１，５６０，０００，０００円

変更後 ２１，９５５，５９３，０００円

４ 契約の相手方 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番５号 ソニックシ

ティビル１７階

フジタ・川口土建・新菱・グンエイ・浅倉・東光・佐野異業

種建設共同企業体

上記代表者

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番５号 ソニックシ

ティビル１７階

株式会社フジタ関東支店

支店長 茂 川 和 生

(1) 建築工事建設共同企業体

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番５号 ソニッ

クシティビル１７階

フジタ・川口土建建築工事建設共同企業体

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目７番５号 ソニッ

クシティビル１７階

株式会社フジタ関東支店

支店長 茂 川 和 生
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埼玉県川口市本町４丁目１１番６号

川口土木建築工業株式会社

代表取締役 古 川 元 一

上記代表者

株式会社フジタ関東支店

支店長 茂 川 和 生

(2) 設備工事建設共同企業体

埼玉県川口市川口３丁目２番 リプレ川口壱番街１－２

０６

新菱・グンエイ・浅倉設備工事建設共同企業体

埼玉県川口市川口３丁目２番 リプレ川口壱番街１－２

０６

新菱冷熱工業株式会社川口営業所

所長 小 川 文 弘

埼玉県川口市並木３丁目９番５号 ＪＫＨＤビル２階

株式会社グンエイ川口支店

支店長 浦 出 信 行

埼玉県川口市仲町１８番５号

株式会社浅倉水道

代表取締役 佐々木 喬

上記代表者

新菱冷熱工業株式会社川口営業所

所長 小 川 文 弘

- 3 -



(3) 電気工事建設共同企業体

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１番２０号 大

宮ＪＰビルディング

東光・佐野電気工事建設共同企業体

埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１番２０号 大

宮ＪＰビルディング

東光電気工事株式会社北関東支社

支社長 木 村 悟

埼玉県川口市差間３丁目２２番１１号

佐野電機株式会社

代表取締役 佐 野 雄一朗

上記代表者

東光電気工事株式会社北関東支社

支社長 木 村 悟

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １２号

工事請負契約の変更契約の締結について

次のとおり工事請負契約の変更契約を締結するため、川口市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議決を求める。

記

１ 工 事 名 北スポーツセンター及び神根西公民館ほか解体工事

２ 工 事 場 所 川口市大字道合３９０番地

３ 契 約 金 額 変更前 ７２７，５２６，８００円

変更後 ７５１，７０７，０００円

４ 契約の相手方 埼玉県川口市弥平３丁目７番１７号

株式会社内山商事

代表取締役 中 林 和 彦

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １３号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 新庁舎２期棟備品（カウンター）

２ 納 入 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市新井町２７番１４号

株式会社文鳥堂

代表取締役 佐々木 常 治

４ 取 得 価 格 ５４，６７４，４００円

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １４号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 新庁舎２期棟備品（事務用チェア）

２ 納 入 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市新井町２７番１４号

株式会社文鳥堂

代表取締役 佐々木 常 治

４ 取 得 価 格 ７３，４１７，０８０円

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １５号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 新庁舎２期棟備品（事務用机）

２ 納 入 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市新井町２７番１４号

株式会社文鳥堂

代表取締役 佐々木 常 治

４ 取 得 価 格 １３７，４３２，９００円

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

- 8 -



議案第 １６号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 新庁舎２期棟備品（収納棚）

２ 納 入 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市新井町２７番１４号

株式会社文鳥堂

代表取締役 佐々木 常 治

４ 取 得 価 格 １１１，５６３，１００円

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １７号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 新庁舎２期棟備品（パーティション）

２ 納 入 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市新井町２７番１４号

株式会社文鳥堂

代表取締役 佐々木 常 治

４ 取 得 価 格 ６１，３５１，４００円

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １８号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 新庁舎２期棟備品（ミーティングチェア）

２ 納 入 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市新井町２７番１４号

株式会社文鳥堂

代表取締役 佐々木 常 治

４ 取 得 価 格 ３４，６３５，０４０円

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 １９号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 新庁舎２期棟備品（ロッカー）

２ 納 入 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市小谷場４６１番地５

有限会社栄

代表取締役 奈 良 栄一郎

４ 取 得 価 格 ３１，０７２，８００円

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ２０号

財産の取得について

次のとおり財産を取得するため、川口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議決を求める。

記

１ 財 産 の 種 別 新庁舎２期棟備品（ワゴン）

２ 納 入 場 所 川口市青木２丁目１番１号

３ 納 入 者 埼玉県川口市末広１丁目１番１５号

株式会社ヤマノビジネス

代表取締役 山 野 卓 弥

４ 取 得 価 格 ６３，２７７，５００円

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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議案第 ２１号

専決処分の承認について

令和６年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和６年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和７年１月９日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和６年度川口市一般会計補正予算（第６号）

令和６年度川口市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８３１，４０６千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６８，８７７，１６６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。
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議案第 ２２号

専決処分の承認について

令和６年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し、承認を求める。

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

令和６年度川口市一般会計補正予算について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分する。

令和７年１月１５日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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令和６年度川口市一般会計補正予算（第７号）

令和６年度川口市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６６０，３３０千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６９，５３７，４９６千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。
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議案第 ２３号

専決処分の承認について

指名競争入札に係る損害賠償請求事件に関し和解することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分し

たので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫

専 決 処 分 書

指名競争入札に係る損害賠償請求事件に関し和解することについて、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により次のとおり専決処分す

る。

令和７年１月２０日

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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裁判上の和解について

指名競争入札に係る損害賠償請求事件について、次のとおり和解する。

１ 原告

川口市末広１丁目１番１５号

株式会社ヤマノビジネス

代表取締役 山 野 卓 弥

２ 被告

川口市

３ 和解条項

(1) 被告は、原告に対し、本件解決金として５０万円の支払義務があることを認

める。

(2) 被告は、原告に対し、前項の金員を、令和７年２月２１日限り、原告の指定

する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は被告の負担とす

る。

(3) 原告は、被告に対し、本日までに次の物品を譲渡済みであることを確認する。

ア 足踏み式消毒スタンド１リットル用 ５台

イ スポットエアコン １台

ウ スポットエアコン ２台

エ アクリルパーテーション ３台

オ 伸縮式消毒液スタンド（２台セット） １セット

(4) 原告は、その余の請求を放棄する。

(5) 原告と被告は、原告と被告の間には、第３項の物品の譲渡に伴うものも含め

本件に関し、本和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相

互に確認する。

(6) 訴訟費用は各自の負担とする。
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議案第 ２４号

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

川口市立美術館

２ 指定管理者となる団体の名称

川口市栄町３丁目１０５番地１５－２ ３階

アートがつなぐ 川口の未来

代表者 株式会社２１世紀文化芸術研究室

代表取締役 岡 村 睦 美

３ 指定の期間

令和８年１月２４日から令和１３年３月３１日まで

令和７年２月２５日提出

川口市長 奥 ノ 木 信 夫
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